
回収できないもの

回収物は、種類ごとにまとめて、朝１０時までに出してください。
綿入り布団類・座布団・枕・カーペット・スチール缶は回収出来ません。
回収収益金は中区の運営資金になります。ぜひご協力お願い致します。

古紙回収日のお知らせ

令和８年４月より中区全地域の回収が毎月第１日曜日のみとなります。
第２日曜日に出されていた地域はご注意ください。

皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

中　区
５０４－０２５８

回収するもの

新聞紙

ペットボトル ビン・ガラス類 プラスチック製品

雑誌

ダンボール

古布

令和８年２月

毎月 第１日曜日　

※朝１０時までに所定の場所へ置いてください。

紙パック

紙類

アルミ缶

スプレー缶

一升瓶・ビール瓶
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